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琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会規程の一部改正に伴う新旧対照表 

新 旧 

 

（改正理由） 

・様式についてより分かりやすい表現にするため，所要の改正を行う。 

 

琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究実施及び倫

理審査規則（以下「規則」という。）第５条第１３項の規定に基づき，琉球大学

における人を対象とする生命科学・医学系研究の倫理審査を適正に実施するた

めに必要な事項を定める。 

 

（倫理審査委員会の役割・責務） 

第２条 琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会（以下，

「委員会」）は，研究責任者から研究の実施又は研究の継続の適否等について，

審査依頼書（別紙様式第１号），重篤な有害事象等報告書（別紙様式第２号），

不適合報告書（別紙様式第３号），研究実施状況報告書（別紙様式第４号）又は

研究終了・中止報告書（別紙様式第５号）により意見を求められたときは，人

を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（以下「指針」という。）

に基づき，倫理的観点及び科学的観点から，当該研究に係る研究機関及び研究

者等の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い，文書又は

電磁的方法により意見を述べる。 

２～８ （略） 

 

第３条～第７条 （略） 

 

 

 

 

 

琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究実施及び倫

理審査規則（以下「規則」という。）第５条第１３項の規定に基づき，琉球大学

における人を対象とする生命科学・医学系研究の倫理審査を適正に実施するた

めに必要な事項を定める。 

 

（倫理審査委員会の役割・責務） 

第２条 琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会（以下，

「委員会」）は，研究責任者から研究の実施又は研究の継続の適否等について，

審査依頼書（別紙様式第１号），重篤な有害事象等報告書（別紙様式第２号），

不適合報告書（別紙様式第３号），研究実施状況報告書（別紙様式第４号）又は

研究終了・中止報告書（別紙様式第５号）により意見を求められたときは，人

を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（以下「指針」という。）

に基づき，倫理的観点及び科学的観点から，当該研究に係る研究機関及び研究

者等の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い，文書又は

電磁的方法により意見を述べる。 

２～８ （略） 

 

第３条～第７条 （略） 
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（改廃） 

第８条 この規程の改廃は，委員会の議を経て学長が行う。 

 

 

附 則（令和４年１月２８日） 

この規程は，令和４年１月２８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は，委員会の議を経て学長が行う。 
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別紙様式第１号（第２条第１項関係） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第１号（第２条第１項関係） 
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４ 研究責任者～６ 研究分担者 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 研究の概要～１２ 琉球大学における研究資金 （略） 

 

別紙様式第２号（第２条第１項関係）～別紙様式第７号（第５条第１項関係）（略） 
 

４ 研究責任者～ ６ 研究分担者 （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 研究の概要～１２ 琉球大学における研究資金 （略） 

 

別紙様式第２号（第２条第１項関係）～別紙様式第７号（第５条第１項関係）（略） 
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琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究に係る標準業務手順書の一部改正に伴う新旧対照表（案） 

新 旧 

 

（改正理由） 

・本学委員会へ中央一括審査確認書を提出する時期について原則と例外を明

確に規定するため，所要の改正を行う。 

・様式についてより分かりやすい表現にするため，所要の改正を行う。 

・その他，文言の修正を行う。 

 

琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究に係る標準業務手順書 

 

（趣旨） 

第１条 この業務手順書は，琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究実施

及び倫理審査規則第４条第５項の規定に基づき，琉球大学（以下「本学」とい

う。）における人を対象とする生命科学・医学系研究を適正に実施するために

必要な事項を定める。 

 

（倫理審査委員会への付議及び中央一括審査） 

第２条 （略） 

２ 前項第１号の場合において，研究責任者は，原則としてあらかじめ，中央一

括審査確認書（別紙様式第１号）を本学委員会に提出する。ただし，やむを得

ない事由により中央一括審査確認書をあらかじめ提出することができなかっ

た場合には，速やかに提出するものとする。 

３～６ （略） 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（学長の許可等） 

 

 

 

 

 

 

 

琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究に係る標準業務手順書 

 

（趣旨） 

第１条 この手順書は，琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究実施及び

倫理審査規則第４条第５項の規定に基づき，琉球大学（以下「本学」という。）

における人を対象とする生命科学・医学系研究を適正に実施するために必要な

事項を定める。 

 

（倫理審査委員会への付議及び中央一括審査） 

第２条 （略） 

２ 前項第１号の場合において，研究責任者は，あらかじめ，中央一括審査確認

書（別紙様式第１号）を本学委員会に提出する。 

 

 

３～６ （略） 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（学長の許可等） 
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第６条 （略） 

２～６ （略） 

７ 学長は，本学における研究が指針に適合していることについて，自己点検及

び評価を行い，その結果に基づき適切な対応をとらなければならない。 

 

８ 前項に定める自己点検及び評価に関し必要な事項は，琉球大学人を対象とす

る生命科学・医学系研究に係る自己点検実施要項に定める。 

 

第７条～第９条 （略） 

 

（改廃） 
第10条 この業務手順書の改廃は，委員会の議を経て委員長が行う。 

 

 

附 則（令和４年１月２８日） 

この業務手順書は，令和４年１月２８日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 （略） 

２～６ （略） 

７ 学長は，本学における研究が指針に適合していることについて，必要に応じ，

自ら点検及び評価を行い，その結果に基づき適切な対応をとらなければならな

い。 

（新規） 

 

 

第７条～第９条 （略） 

 

（改廃） 
第10条 この業務手順書の改廃は，委員会の議を経て委員長が行う。 
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別紙様式第１号（第２条第２項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第１号（第２条第２項関係） 
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６ 研究責任者もしくは研究分担者のうち，問い合わせ担当者 （略） 

 

 

 

 

 

 

８ 研究内容の把握等 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 研究責任者もしくは研究分担者のうち，問い合わせ担当者 （略） 

 

 

 

 

 

 

８ 研究内容の把握等 （略） 
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別紙様式第２号（第２条第４項関係）～別紙様式第５号（第８条関係） （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別紙様式第２号（第２条第４項関係）～別紙様式第５号（第８条関係） （略） 

 

 


